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○
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号

（
抄
）

）

（
内
部
部
局
）

第
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

官
房
、
局
及
び
部
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

５

庁
、
官
房
、
局
及
び
部
（
そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策
の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
実
施
庁
」
と
い
う

）
並

。

び
に
こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く

）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、

。

政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

６
～
８

（
略
）

○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号

（
抄
）

）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
七

（
略
）

十
八

国
土
交
通
省
所
管
の
公
益
法
人
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
～
二
十
七

（
略
）

２

官
庁
営
繕
部
は
、
前
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
都
市
・
地
域
整
備
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

都
市
・
地
域
整
備
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
八

（
略
）

２

下
水
道
部
は
、
前
項
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
（
下
水
道
の
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
工
事
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
に
限
る

）
を
つ
か
さ
ど

。

る
。
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（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
五
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

国
土
交
通
省
所
管
の
公
益
法
人
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

九
～
十
一

（
略
）

附

則

（
総
合
政
策
局
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
の
読
替
え
等
）

第
二
条

（
略
）

２

総
合
政
策
局
は
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
十
五
条
に
規

定
す
る
管
理
業
務
が
終
了
す
る
日
又
は
同
条
に
規
定
す
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研

究
開
発
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
総
合
政
策
局
技
術
安
全
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
五
条
の
五

総
合
政
策
局
技
術
安
全
課
は
、
第
五
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
管
理

業
務
が
終
了
す
る
日
又
は
同
条
に
規
定
す
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

の
行
う
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

○
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
号

（
抄
）

）

（
市
街
化
調
整
区
域
内
に
お
け
る
開
発
行
為
の
許
可
の
特
例
）

第
二
十
八
条

第
五
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
が
同
条
第
八
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
記
載
さ
れ
た
事

項
の
内
容
に
即
し
て
行
わ
れ
る
開
発
行
為
（
都
市
計
画
法
第
三
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）
は
、
同
法
第
三
十
四
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
開
発
行
為
と
み

。

な
す
。

２

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
、
中
核
市
若
し
く
は
特
例
市
の
長
は
、
市
街
化
調
整
区
域
の
う
ち
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た

開
発
区
域
（
同
法
第
四
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
開
発
区
域
を
い
う

）
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
認
定
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
五
条
第
三
項

。
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第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
に
即
し
て
行
わ
れ
る
建
築
行
為
に
つ
い
て
、
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る

建
築
行
為
が
同
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
許
可
の
基
準
の
う
ち
同
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
開
発
許
可
の
基
準
の
例
に
準
じ
て
定
め
ら
れ
た
基
準
に
適
合
す
る
と

き
は
、
そ
の
許
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
の
特
例
）

第
三
十
条

第
五
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
が
同
条
第
八
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
道
路

又
は
そ
の
部
分
に
関
す
る
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号

第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

同
条
第
一
項
中

安

（

）

、

「

全
か
つ
円
滑
な
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
な
」
と

「
図
る
」
と
あ
る
の
は
「
図
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成

、

二
十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
（
以
下
単
に
「
認
定
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
」
と
い
う

）
に
記
載
さ
れ
た
同

。

法
第
五
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
に
即
し
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
（
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
歴
史
的
風
致
を
い
う

）
の
維
持
及
び
向
上
を

。

図
る
」
と

「
特
に
必
要
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
で
あ
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
項
の
規
定

、

に
よ
る
要
請
を
し
た
市
町
村
及
び
当
該
道
路
又
は
そ
の
部
分
を
認
定
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
に
記
載
し
た
」
と
す
る
。

第
五
章

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画

（
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
）

、

、

第
三
十
一
条

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
で

当
該
区
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
と
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
を
図
る
た
め

そ
の
歴
史
的
風
致
に
ふ
さ
わ
し
い
用
途
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う

）
の
整
備
（
既
存
の
建
築
物
等
の
用
途
を
変
更
し
て
当
該
歴
史

。

的
風
致
に
ふ
さ
わ
し
い
用
途
の
建
築
物
等
と
す
る
こ
と
を
含
む

）
及
び
当
該
区
域
内
の
市
街
地
の
保
全
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

。

に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
に
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

現
に
相
当
数
の
建
築
物
等
の
建
築
又
は
用
途
の
変
更
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
又
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
区
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
支
障
を
来
し
、
又
は
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
区
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
と
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
を
図
る
こ
と
が
、
当
該
都
市
の
健
全
な
発
展
及
び
文
化
の
向
上
に
貢
献

す
る
こ
と
と
な
る
土
地
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。

四

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。

２

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
市
計
画
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

一

当
該
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
目
標
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二

当
該
区
域
の
土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針

三

当
該
区
域
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

四

主
と
し
て
街
区
内
の
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
の
利
用
に
供
さ
れ
る
道
路
、
公
園
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
施
設
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す

る
都
市
計
画
施
設
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
都
市
計
画
施
設
」
と
い
う

）
を
除
く
。
以
下
「
地
区
施
設
」
と
い
う

）
及
び
建
築
物
等
の
整
備
並
び
に
土
地
の
利
用

。

。

に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
」
と
い
う

）。

３

前
項
第
二
号
の
基
本
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
建
築
物
等
の
う
ち
、
当
該
区
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
の
た
め
、
当
該
区
域
に
お
い
て
整
備
を
す
べ
き
建
築
物
等
の
用
途
及
び
規

模
に
関
す
る
事
項

イ

地
域
の
伝
統
的
な
技
術
又
は
技
能
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
工
芸
品
、
食
品
そ
の
他
の
物
品
の
販
売
を
主
た
る
目
的
と
す
る
店
舗

ロ

地
域
の
伝
統
的
な
特
産
物
を
主
た
る
材
料
と
す
る
料
理
の
提
供
を
主
た
る
目
的
と
す
る
飲
食
店

ハ

地
域
の
伝
統
的
な
技
術
又
は
技
能
に
よ
る
工
芸
品
、
食
品
そ
の
他
の
物
品
の
製
造
を
主
た
る
目
的
と
す
る
工
場

ニ

地
域
の
歴
史
上
価
値
の
高
い
美
術
品
、
地
域
の
伝
統
的
な
技
術
又
は
技
能
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
工
芸
品
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
の
展
示
を
主
た
る
目
的

と
す
る
展
示
場
、
博
物
館
又
は
美
術
館

ホ

そ
の
他
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
等

二

前
号
に
規
定
す
る
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
に
関
す
る
基
本
的
事
項

三

第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
等
の
整
備
（
既
存
の
建
築
物
等
の
用
途
を
変
更
し
て
同
号
に
規
定
す
る
建
築
物
等
と
す
る
こ
と
を
含
む

）
を
す
べ
き
土
地
の
区
域

。

４

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

一

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模

二

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
、
建
築
物
の
容
積
率
（
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
を
い
う

）
の

高
限
度
又
は

低
限
度
、
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
（
建

。

築
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
を
い
う

）
の

高
限
度
、
建
築
物
の
敷
地
面
積
又
は
建
築
面
積
の

低
限
度
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
、
壁
面
後
退
区
域
（
壁

。

。

。
）

（

。

面
の
位
置
の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
限
度
の
線
と
敷
地
境
界
線
と
の
間
の
土
地
の
区
域
を
い
う

次
条
に
お
い
て
同
じ

に
お
け
る
工
作
物

建
築
物
を
除
く

次
条
に
お
い
て
同
じ

）
の
設
置
の
制
限
、
建
築
物
等
の
高
さ
の

高
限
度
又
は

低
限
度
、
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
、
建
築
物
の
緑

。

化
率
（
都
市
緑
地
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
緑
化
率
を
い
う

）
の

低
限
度
そ
の
他
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の

。

三

現
に
存
す
る
樹
林
地
、
草
地
そ
の
他
の
緑
地
で
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
良
好
な
居
住
環
境
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
も
の
の
保
全
に

関
す
る
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
の
利
用
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の
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５

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
を
都
市
計
画
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
市
計
画

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専

用
地
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
域
の
周
辺
の
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
の
保
護
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
に
定
め
る
こ
と
。

二

地
区
施
設
は
、
当
該
地
区
施
設
が
、
当
該
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
計
画
と
相
ま
っ
て
、
当
該

区
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
並
び
に
良
好
な
都
市
環
境
の
形
成
に
資
す
る
よ
う
、
必
要
な
位
置
に
適
切
な
規
模
で
配
置
す
る
こ
と
。

三

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
に
お
け
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
は
、
当
該
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
に
ふ
さ

わ
し
い
用
途
、
容
積
、
高
さ
、
配
列
及
び
形
態
を
備
え
た
建
築
物
等
の
整
備
に
よ
り
当
該
区
域
内
に
お
い
て
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
よ
う
定
め
る
こ
と
。

６

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
を
都
市
計
画
に
定
め
る
際
、
当
該
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
歴
史
的
風
致
維
持
向
上

地
区
整
備
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
を
定
め
る

こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
を
定
め
る
と
き
は
、

当
該
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
の
区
域
を
も
都
市
計
画
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
高
さ
、
配
列
及
び
形
態
を
備
え
た
建
築
物
の
整
備
を
誘
導
す
る
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
）

第
三
十
二
条

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
の
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
高
さ
、
配
列
及
び
形
態
を

備
え
た
建
築
物
を
整
備
す
る
こ
と
が
合
理
的
な
土
地
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
（
道
路
（
都
市
計
画

施
設
又
は
地
区
施
設
で
あ
る
計
画
道
路
を
含
む

）
に
面
す
る
壁
面
の
位
置
の
制
限
を
含
む
も
の
に
限
る

、
壁
面
後
退
区
域
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置
の
制
限
（
当

。

。
）

該
壁
面
後
退
区
域
に
お
い
て
連
続
的
に
有
効
な
空
地
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
工
作
物
の
設
置
の
制
限
を
含
む
も
の
に
限
る

）
及
び
建
築
物
の
高
さ
の

高
限
度
を

。

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
行
為
の
届
出
及
び
勧
告
等
）

第
三
十
三
条

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
（
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
に
限
る

）
内
に
お
い
て
、
土
地
の
区
画

。

形
質
の
変
更
、
建
築
物
等
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
行
為
に
着
手
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
為
の
種
類
、
場
所
、
設
計
又
は
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
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二

非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
行
為

三

国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
行
為

四

都
市
計
画
法
第
四
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為

五

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
行
為

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
項
の
う
ち
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
変
更
に
係

る
行
為
に
着
手
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
長
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
行
為
が
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
に
適
合
し
な
い
と

、

、

。

認
め
る
と
き
は

そ
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し

そ
の
届
出
に
係
る
行
為
に
関
し
設
計
の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
に
定
め

ら
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
助
言
又
は
指
導
を
す
る
も
の
と
す
る
。

○
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号

（
抄
）

）

（
名
称
に
関
す
る
特
則
）

第
四
十
二
条

（
略
）

２

特
例
社
団
法
人
又
は
特
例
財
団
法
人
（
以
下
「
特
例
民
法
法
人
」
と
総
称
す
る

）
に
つ
い
て
は
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律

。

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
節
及
び
附
則
第
一
項
に
お
い
て
「
公
益
法
人
認
定
法
」
と
い
う

）
第
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

。

３
～
６

（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号

（
抄
）

）

附

則

（
主
務
大
臣
等
の
特
例
）
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第
十
五
条

政
令
で
定
め
る
人
工
衛
星
の
運
用
が
終
了
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
終
了
日
」
と
い
う

）
ま
で
の
間
（
通
則
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
管
理

。

業
務
に
関
す
る
事
項
に
あ
っ
て
は
終
了
日
を
含
む
事
業
年
度
の
当
該
管
理
業
務
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
事
業
年
度
又
は
中
期
目
標
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る

評
価
に
関
す
る
事
項
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
終
了
日
を
含
む
事
業
年
度
又
は
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
当
該
評
価
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
）
は
、
第
二
十
三
条
第

二
項
中
「
文
部
科
学
省
及
び
総
務
省
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
、
総
務
省
及
び
政
令
で
定
め
る
府
省
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
文
部

科
学
大
臣
及
び
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
政
令
で
定
め
る
大
臣
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣

及
び
政
令
で
定
め
る
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
文
部
科
学
省
令
・
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
政
令
で
定
め
る
大
臣

の
発
す
る
命
令
」
と
、
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
総
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
総
務
省
及
び
政
令
で
定
め
る
府
省
の
独
立
行

政
法
人
評
価
委
員
会
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
及
び
政
令
で
定
め
る
府
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委

員
会
」
と
す
る
。

○
国
土
交
通
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号

（
抄
）

）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員

会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名
称

独
立
行
政
法
人

（
略
）

（
略
）

交
通
関
係
研
究
所
分
科
会

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所

（
略
）

（
略
）

２
～
６

（
略
）

附

則

（
交
通
関
係
研
究
所
分
科
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
の
読
替
え
）

第
三
条

交
通
関
係
研
究
所
分
科
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
十
五
条
に

規
定
す
る
管
理
業
務
が
終
了
す
る
日
又
は
同
条
に
規
定
す
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
表
交
通

関
係
研
究
所
分
科
会
の
項
中
「
及
び
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
」
と
あ
る
の
は

「
、
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究

、
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開
発
機
構
」
と
す
る
。


